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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第91期
第３四半期
連結累計期間

第92期
第３四半期
連結累計期間

第91期

会計期間

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成23年
４月１日
至平成23年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日

営業収益（百万円） 21,440 23,685 30,135

経常利益（百万円） 4,527 3,348 5,183

四半期（当期）純利益（百万円） 1,878 1,349 2,062

四半期包括利益又は包括利益（百万円） 3,095 1,454 3,163

純資産額（百万円） 61,553 73,665 73,010

総資産額（百万円） 288,649 307,980 296,058

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 12.62 6.76 13.47

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
11.15 6.13 11.93

自己資本比率（％） 21.1 23.8 24.5

　

回次
第91期
第３四半期
連結会計期間

第92期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 6.68 0.72

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３. 第91期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　なお、当社は、完全子会社である株式会社大阪証券会館を平成23年10月１日付で吸収合併しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な

変更があった事項は、次のとおりであります。　

　

(1)株式会社東京証券取引所の賃貸料について

　当社は、当社が所有する東京証券取引所ビルを株式会社東京証券取引所に賃貸しております。東京証券取引所ビルの

賃貸借契約は２年ごとに更新しており、第91期が更新の年度に当たっておりましたが、平成22年４月１日以降の賃貸

料につきまして、以下のとおり合意いたしました。

　①平成22年４月１日から平成23年３月31日まで

　　従前の賃貸料（年間賃貸料　4,812百万円）と同額

　②平成23年４月１日から平成25年３月31日まで

　　年間賃貸料　4,412百万円（年間400百万円の減額・改定率　△8.3％）

　③平成25年４月１日以降

　(ⅰ)平成26年４月１日以降の賃貸料に関し、日本国内の経済指数等に連動して自動的に改定する方法を採用する

　　　こととし、具体的な経済指数等その他の連動方法の詳細については、今後協議の上決定する。

　(ⅱ)上記の協議の結果、平成24年３月31日までに合意が成立した場合、平成25年４月１日から平成26年３月31日

　　　までの賃貸料を次のとおりとし、(ⅰ)における賃貸料改定方法の当初の基準額として用いる。

　　　　　年間賃貸料　4,012百万円（年間400百万円の減額・改定率　△9.0％）  

　なお、過去５連結会計年度における同社からの賃貸料収入及び営業収益に対する割合は下表のとおりであります。

 区　　　分
第87期

 平成18年4月1日～
平成19年3月31日

第88期
 平成19年4月1日～　　平
成20年3月31日

第89期
 平成20年4月1日～
平成21年3月31日

第90期
 平成21年4月1日～
平成22年3月31日

第91期
 平成22年4月1日～
平成23年3月31日

 賃   貸   料

　　（百万円）
4,812 4,812 4,812 4,812 4,812

営業収益に対する割合

（％）
15.1 15.3 9.3 11.5 16.0

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当第３四半期連結累計期間の財務状態、経営成績は、以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

 

(1)業績

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により依然として厳しい状況にあるなかで、サプ

ライチェーンの復旧などにより、緩やかに持ち直しております。一方、欧州の政府債務危機などを背景とした海外景

気の下振れや、依然として継続する円高や株安の影響などにより、先行きは不透明な状況が続いております。 

　このような状況の中、不動産業界におきましては、オフィスビルの空室率は全国的に改善傾向ではあるものの、依

然として高い状況で推移いたしました。マンションをはじめとする住宅市場は首都圏を中心に、東日本大震災後の

落ち込みからの回復傾向が継続しております。

　このような状況のもと、当社グループのセグメント別の概況は、次のとおりであります。

　

（イ）賃貸事業

　本事業のうち、ビル賃貸事業では、「セントライズ栄」（愛知県名古屋市）及び「茅場町一丁目平和ビル」（東京

都中央区）の賃貸収益の増加がありましたが、「東京証券取引所ビル」（東京都中央区）等の賃貸収益の減少等に

より、その収益は129億26百万円（前年同期比0.7％減）となりました。これに住宅賃貸収益等を含めた本事業の収

益は、135億98百万円（同0.4％減）となりました。　
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（ロ）不動産開発事業

　本事業では、開発不動産賃貸収益の増加がありましたが、匿名組合配当収入等の減少等により、その収益は15億32

百万円（前年同期比45.7％減）となり、これに不動産仲介収益を加えました本事業の収益は、19億９百万円（同

39.2％減）となりました。　

（ハ）住宅開発事業

　本事業では、「グランシンフォニア」（埼玉県戸田市）など合計171戸を売り上げ、その収益は66億31百万円（前

年同期比92.7％増）となり、その他収益を含めた本事業の収益は、66億80百万円（同91.3％増）となりました。 　　

（ニ）その他の事業

　その他事業では、請負工事建物管理事業の収益は10億39百万円（前年同期比39.6％増）、介護付有料老人ホーム事

業の収益は３億47百万円（同5.6％増）となり、その他収益を加えました本事業の収益は14億97百万円（同29.2％

増）となりました。

（ホ）当社グループの全体の状況

　以上により、当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の状況は次のとおりとなりました。

　営業収益全体では236億85百万円（前年同期比10.5％増）、売上原価は147億90百万円（同27.4％増）、販売費及び

一般管理費は34億13百万円（同15.5％増）の計上となりました。

　この結果、営業利益は54億81百万円（同20.2％減）、経常利益は33億48百万円（同26.0％減）となり、四半期純利

益は13億49百万円（同28.2％減）の計上となりました。　　

　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

（中期的なグループの経営戦略）

　当社グループは、長年に亘る全国の証券取引所建物運営で培った実績と信頼感を基盤に、大都市圏を中心とする多く

の街の活性化に主体的役割を発揮する会社となることをビジョンに掲げ、その第一弾の舞台は本店が所在する兜町で

あります。平成23年度（平成24年３月期）から平成25年度（平成26年３月期）までを計画期間とする今次の中期経営

計画は、そのビジョンを達成するための収益基盤の強化やノウハウ蓄積の基礎固めのステージとして位置付けるもの

であり、換言すれば、兜町再開発の具体的実行ノウハウと体力を備える３年間としてまいります。

　今回策定した中期経営計画の概要は以下のとおりです。　

　１．中期経営計画の名称

　　「中期経営計画　2013　将来への礎」　Corporate Value Improvement Strategy (1st Stage)

　　― Strategic Actions for Performance & Quality Improvement ―

　

　２．基本戦略

　　①事業資産の収益性の向上

　　②財務基盤の安定化

　　③将来の成長への布石

　

　３．事業戦略

　　①事業資産の収益性強化

　　　・賃貸資産の品質の向上と競争力の確保を図る

　　　　ⅰ．賃貸資産の防災・安全対策の向上

　　　　ⅱ．賃貸資産の省エネ化の推進

　　　　ⅲ．ＰＭ事業の強化

　　　　ⅳ．経費の削減

　　② 賃貸資産の取得の厳選化

　　　・投資にあたっては収益面と財務上の資金効率を強く意識して選別する

　　③ 兜町再開発の推進

　　　・再開発マスタープランの策定

　　　　現在着手しているプラン作りのスピードアップを図る

　　　・再開発用地に係る情報等の収集

　　　　地元とのコミュニケーションなど地域との連携の強化を図る

　　④ リート事業の推進

　　　・リートとのバリューチェーンを構築する

　　⑤ 事業の再構築と将来の成長のための布石

　　　・事業の再構築

　　　　事業環境の変化を的確に掴み、事業の最適な選択と集中を行う

　　　・新たなビジネス機会の探究

　　　　収益向上を意識してあらゆる事業の拡張性を探る
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　４．組織・財務戦略

　　・組織の整備と財務基盤の強化

　　　グループ価値の最大化に向けた組織の整備と目標とする財務指標への統制

　

　５．計数目標

　 平成23年度 平成24年度 平成25年度

連結営業利益 65億円 65億円 70億円

連結経常利益 34億円 38億円 45億円

Ｄ/Ｅレシオ 2.7倍 2.4倍 2.1倍

　

（財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）　

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施

行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

　当社は、平成19年６月27日開催の第87回定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防

衛策)」(以下「本プラン」といいます。）導入についてご承認をいただきました。

　その後、経済産業省の「企業価値研究会」から公表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」

等を踏まえて平成21年６月25日開催の第89回定時株主総会においてこれを継続し、さらに当社の企業価値ひいては株

主共同の利益確保の観点から検討を行い、平成23年６月28日開催の第91回定時株主総会でこれを一部見直しの上、引

き続き継続することについて承認を得ており、その概要は次のとおりです。

　なお、本プランの詳細は、平成23年５月13日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続につ

いて」として公表しており、その全文は当社ホームページをご覧ください。

　(http://www.heiwa-net.co.jp/news/pdf/110513a.pdf)

　①企業価値の向上並びに株主共同の利益確保への取組み

　当社は、我が国金融マーケットの中枢的機能・役割を担う東京、大阪、名古屋などの証券取引所ビルのオーナー企

業として、昭和22年に創立されました。

　その後、当社は、不動産の賃貸、不動産開発、住宅開発の３事業を展開し、常に時代の変化を先取りし、ユーザーの多

様なニーズに応え、確かな信頼と評価を得てまいりました。

　とくに賃貸事業は当社のコア事業であり、なかでも証券取引所への賃貸がその中核であることに変わりはありま

せん。言うまでもなく、証券取引所は我が国金融マーケットの根幹を担う極めて公共性の高い機関であり、金融商品

取引法上、その議決権保有には制限が加えられております。その施設を提供する当社には、その社会的公器の機能の

維持・向上を施設面から支えるという重要な使命が課せられており、これまで、東京、大阪、名古屋の各証券取引所

ビルの建替えを行いました。

　また、賃貸事業では業容拡大と収益力強化のため、オフィスビル、商業施設、賃貸住宅の開発も進めてまいりまし

た。

　一方、こうした賃貸事業で培ったノウハウを活用してのREIT事業への進出、子会社でのプロパティマネジメント事

業の展開など、グループ全体での収益拡大も図ってまいりました。

　さらに、事業収益基盤を拡充するために、公募増資と三菱地所株式会社への第三者割当増資を実施し、当社の重点

事業地区である東京都中央区日本橋兜町地区の再開発に取組むことといたしました。当社はこの取組みを中・長期

的に推進し、高い付加価値を創出することを目指しており、これを着実に実現させることが、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様共同の利益向上につながるものと深く確信しております。

　②本プランの目的

　本プランは、当社株式に対する大量買付けが行われた際、株主の皆様がその是非を判断するための時間と情報の確

保、当社が株主の皆様のために大量買付者と交渉を行う機会の確保、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀

損する大量買付けの抑止を通じて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として

おります。

　③大量買付けの定義

　以下のア又はイに該当する買付けを「大量買付け」といい、この大量買付けを提案する者又は行う者を「大量買

付者」といいます。

　ア．当社が発行者である株式等について、保有者とその共同保有者の株式等保有割合の合計が20％以上となる買

　　　付けその他の取得

　イ．当社が発行者である株式等について、買付け後における公開買付者とその特別関係者の株式等所有割合の合

　　　計が20％以上となる公開買付け

　④大量買付者による情報提供

　大量買付者には、大量買付けに着手する前に、取締役会宛に、買付プロセスに従う旨を記載した書面及び株主の皆

様の判断や取締役会の意見形成等のために提供していただくべく次のア～クの情報を記載した書面（以下「買付
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情報提供書」といいます。）を日本語にて作成のうえ提出していただきます。

　なお、取締役会又は独立委員会は、必要に応じ、大量買付者に対して追加的に情報提供を求めることがありますが、

その情報提供期間の上限は、買付情報提供書受領から60日に限定します。

　ア．大量買付者とそのグループの詳細

　イ．大量買付けの目的・方法・内容

　ウ．大量買付行為に関して大量買付者以外の第三者との間に意思連絡がある場合には、その相手方及び内容

　エ．大量買付価格の算定根拠

　オ．大量買付資金の裏づけ

　カ．大量買付後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策、配当政策

　キ．大量買付後の当社及び当社グループの利害関係者に関する方針

　ク．その他、取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報

　⑤独立委員会の設置・権限等

　当社は、取締役会の恣意的な判断又は過剰な対抗措置の発動を防止するため、企業経営について高度の見識を有し

ており、かつ当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役から構成される独立委員会を

設置します。

　独立委員会は、大量買付者が買付プロセスを遵守しているか、大量買付けが当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を毀損するものであるか等を検討の上決議し、その結果を取締役会に勧告します。

　その検討期間は、独立委員会が大量買付者による情報提供が完全に行われたと判断した日の翌日から起算した60

日間（合理的な理由がある場合には最長で30日間延長可能）とします。

　独立委員会は、大量買付者が買付プロセスを遵守しないと判断した場合、原則として取締役会に対して対抗措置の

発動を勧告し、一方、大量買付者が買付プロセスを遵守していると判断した場合は、原則として取締役会に対して対

抗措置の不発動を勧告します。

　ただし、大量買付者が買付プロセスを遵守していると判断した場合であっても、次のア～クに該当し、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損する大量買付けと独立委員会が判断するときは、取締役会に対して対抗

措置の発動を勧告します。

　ア．いわゆるグリーンメイラーである場合（大量買付けが株価をつり上げ、これを当社又は当社の関係者等に引

　　　き取らせることを目的とする場合）

　イ．いわゆる焦土化である場合（大量買付けが当社又は当社グループの経営を一時的に支配し、経営上のノウハ

　　　ウ、企業秘密、主要取引先や顧客等の重要な資産等を廉価に取得する等、当社又は当社グループの犠牲の下

　　　に大量買付者又はそのグループの利益を実現する経営を行うことを目的とする場合）

　ウ．大量買付けが当社又は当社グループの資産を大量買付者又はそのグループの債務の担保や弁済原資として流

　　　用することを目的とする場合

　エ．大量買付けが当社又は当社グループの不動産や有価証券などの資産等を処分し、その利益によって一時的な

　　　高配当を得、又はこれによる株価上昇後の株式売り抜けを目的とする場合

　オ．いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買収条件を不

　　　利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付け等の株式買付けを行うことをいう。）など、大量買付けが

　　　株主の皆様に株式売却を事実上強要するおそれがある場合

　カ．大量買付者の大量買付けの条件等（対価の価額・種類、対価の価額の算定根拠、買付等の時期、買付等の方

　　　法の適法性、買付等の実行の実現可能性、買付等の後の経営方針又は事業計画等）が当社の企業価値に鑑

　　　み、著しく不十分又は不適当な買付等であることが明らかであると合理的な根拠をもって判断される場合

　キ．大量買付者の支配権取得により、株主の皆様はもとより、お客様、取引先、従業員その他当社の利害関係者

　　　との関係を破壊し、当社の企業価値が著しく損なわれることが予想されたり、当社の企業価値の維持及び向

　　　上を著しく妨げるおそれがある場合、又は大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期

　　　的な将来の企業価値の比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、

　　　明らかに劣後する場合

　ク．大量買付者の経営者又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、公序良俗の観点

　　　から大量買付者が当社の支配権を取得することが不適切である場合
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　⑥取締役会の決議

　取締役会は、独立委員会による上記勧告を最大限尊重し、本プランの発動もしくは不発動又は発動の変更もしくは

中止を最終的に決定し、当該決定の概要、独立委員会の勧告の概要その他取締役会が適切と認める事項について、速

やかに情報開示を行います。

　大量買付者は、本プランに係る手続の開始後、取締役会が本プランの発動又は不発動に関する決議を行うまでの

間、大量買付けを実行してはならないものとします。また、本プラン発動に際しては、当社より大量買付者に対して

金員等経済的対価の交付は行いません。

　なお、本プランを発動すべきと判断した前提事実に変更が生じた場合等、本プランの発動が適切でないと取締役会

が判断した場合には、取締役会は本プランの発動の変更又は中止を行うことがあります。

　この場合、新株予約権の無償割当の効力発生日までの間であれば新株予約権の無償割当を中止することとし、新株

予約権の無償割当の効力発生後においては行使期間開始日前日までであれば当該新株予約権を無償取得すること

とします。

　⑦対抗措置の概要

　当社は、本プランに基づき、新株予約権の無償割当を取締役会決議により行うこととします。

　本プランにおいて無償で割り当てられる新株予約権は、割当て基準日における最終の株主名簿に記録された株主

に対し、その所有する当社普通株式１株につき１個とし、同日における最終の発行済株式総数（ただし、自己株式の

数を除く。）と同数とします。

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上とし、株式を発行する場合に増加する資本金及び

資本準備金は、取締役会が別途定めるものとします。

　本新株予約権の行使期間は、本新株予約権の効力発生日から２か月以内の取締役会が別途定める期間とします。

　新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。

　そして、次のいずれかに該当する者は、本新株予約権を行使できません。

　ア．大量買付者

　イ．大量買付者の共同保有者

　ウ．大量買付者の特別関係者

　エ．アないしウに該当する者から新株予約権を取締役会の承認を得ることなく譲受又は承継した者

　オ．アないしエに該当する者の関連者

　なお、上記により新株予約権を有する者が新株予約権を行使することができない場合であっても、当社は、当該新

株予約権を有する者に対して損害賠償責任その他の責任を負いません。

　当社は、取締役会の決定により、新株予約権の行使期間が満了する時までの間いつでも、本新株予約権１個につき

当社普通株式１株を交付することにより、上記アないしオのいずれにも該当しない者の有する本新株予約権を取得

することができます。

　⑧本プランの有効期間等

　本プランの有効期間は、平成24年度決算に関する定時株主総会（平成25年６月開催予定）終結の時までとします。

ただし、有効期間内であっても、株主総会又は取締役会で本プランを廃止する決議が行われた場合にはこれを廃止

いたします。

　⑨本プランの合理性

　本プランは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則の

要件を完全に充足していること、株主総会において株主の皆様のご承認をいただいていること、有効期間を定める

とともに取締役会でいつでも廃止できること、本プランの発動に際しては客観的な発動要件を定めた上で独立委員

会の勧告を尊重することとしていることなどから、株主共同の利益を損なうものでなく、また、取締役の地位の維持

を目的とするものではありません。

　⑩株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プラン継続後も新株予約権の割当てが行われていない場合は、株主及び投資家の皆様の権利又は利益には具体

的な影響が生じることはありません。

　一方、新株予約権の無償割当を行った場合は、株主の皆様が保有する株式１株につき１個の割合で新株予約権が無

償で割り当てられます。この場合、⑦において新株予約権を行使できないとされた方が保有する株式が希釈化され

ることがあります。また、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の新株予約権行使手続を行わない場合にも、その保

有する当社株式が希釈化することがあります。ただし、当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得した場合には、

その保有する株式の希釈化は生じません。

　なお、新株予約権の無償割当を受けるべき株主様が確定した後において、当社が新株予約権の割当てを中止し、又

は無償割当された新株予約権を無償取得する場合には希釈化は生じないことから、希釈化が生じることを前提にし

て売買を行った株主及び投資家の皆様には、相応の損害が発生する場合があります。

　

(3）研究開発活動

　　該当事項はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 550,000,000

計 550,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 200,299,980 200,299,980

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

名古屋証券取引所

（市場第一部）

福岡証券取引所

札幌証券取引所

単元株式数

500株　

計 200,299,980 200,299,980 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年２月１日からこの四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社

債の権利の行使により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

　資本準備金 
　増減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成23年10月１日～

　平成23年12月31日
－ 200,299,980 － 21,492 － 19,720

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　　

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 （平成23年12月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　　709,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　198,063,000 396,126 －

単元未満株式 普通株式　　　　1,527,980 － －

発行済株式総数  　　　　　　　200,299,980 － －

総株主の議決権 － 396,126 －

　　 

②【自己株式等】

 （平成23年12月31日現在）

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

平和不動産株式会社
東京都中央区
日本橋兜町1-10

709,000 － 709,000 0.35

計 － 709,000 － 709,000 0.35

　（注）　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が500株（議決権1個）あります。

なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に含めております。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,921 19,493

営業未収入金 676 984

有価証券 18,150 20,159

販売用不動産 14,078 16,831

仕掛販売用不動産 10,179 6,465

その他のたな卸資産 3 21

営業出資 2,749 3,562

その他 2,846 2,720

貸倒引当金 △46 △129

流動資産合計 68,559 70,109

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 78,739 80,638

土地 123,251 131,667

その他（純額） 2,036 3,108

有形固定資産合計 204,027 215,414

無形固定資産

のれん 401 324

その他 4,672 4,658

無形固定資産合計 5,074 4,982

投資その他の資産

その他 18,203 17,344

貸倒引当金 △22 △21

投資その他の資産合計 18,180 17,323

固定資産合計 227,281 237,720

繰延資産 217 149

資産合計 296,058 307,980
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,269 413

1年内償還予定の社債 4,540 4,255

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社
債

－ 20,000

短期借入金 16,850 15,450

1年内返済予定の長期借入金 28,839 44,693

未払法人税等 185 1,371

引当金 214 146

その他 3,355 2,776

流動負債合計 55,254 89,105

固定負債

社債 34,400 34,060

転換社債型新株予約権付社債 20,000 －

長期借入金 81,729 79,993

引当金 610 666

資産除去債務 188 191

負ののれん 19 14

その他 30,846 30,283

固定負債合計 167,794 145,209

負債合計 223,048 234,315

純資産の部

株主資本

資本金 21,492 21,492

資本剰余金 19,720 19,720

利益剰余金 15,992 16,414

自己株式 △378 △378

株主資本合計 56,827 57,248

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 776 △349

土地再評価差額金 14,875 16,281

その他の包括利益累計額合計 15,652 15,931

少数株主持分 530 484

純資産合計 73,010 73,665

負債純資産合計 296,058 307,980
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

営業収益 21,440 23,685

売上原価 11,613 14,790

売上総利益 9,827 8,895

販売費及び一般管理費 2,954 3,413

営業利益 6,873 5,481

営業外収益

受取利息 18 15

受取配当金 263 298

その他 52 24

営業外収益合計 334 337

営業外費用

支払利息 2,487 2,282

その他 192 188

営業外費用合計 2,680 2,470

経常利益 4,527 3,348

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 －

固定資産売却益 6 34

特別利益合計 8 34

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 122 13

建物設備解体費 90 21

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 168 －

投資有価証券評価損 137 531

特別損失合計 519 567

税金等調整前四半期純利益 4,016 2,815

法人税等 2,022 1,512

少数株主損益調整前四半期純利益 1,994 1,303

少数株主利益又は少数株主損失（△） 115 △46

四半期純利益 1,878 1,349
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,994 1,303

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,100 △1,126

土地再評価差額金 － 1,277

その他の包括利益合計 1,100 151

四半期包括利益 3,095 1,454

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,979 1,501

少数株主に係る四半期包括利益 115 △46
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（1）連結の範囲の重要な変更

　　該当事項はありません。　

　

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

　　該当事項はありません。　

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

税金費用の計算 　 　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務
　

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

平和不動産㈱職員向

住宅融資利用者
530百万円

平和不動産㈱職員向

住宅融資利用者
511百万円

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額及び負ののれんの償

却額は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 3,811百万円 3,765百万円

のれんの償却額 50百万円 77百万円

負ののれんの償却額 6百万円 4百万円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）配当に関する事項

１．配当金支払額

　　（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月29日

取締役会
普通株式 297 2.0平成22年９月30日平成22年12月１日利益剰余金

　　　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

　間末後となるもの

該当事項はありません。　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年12月31日）配当に関する事項

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日

定時株主総会　
普通株式 399 2.0平成23年３月31日平成23年６月29日利益剰余金

平成23年10月26日

取締役会
普通株式 399 2.0平成23年９月30日平成23年12月１日利益剰余金 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）　　　

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
財務諸表
計上額
（注）３

賃貸事業
不動産
開発
事業

住宅開発
事業

計

売上高         
外部顧客への売上
高

13,6463,1433,49120,2821,15821,440 - 21,440

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

19 127 - 147 642 789 △789 -

計 13,6653,2713,49120,4291,80022,230△789 21,440
セグメント利益 5,7041,948 37 7,690 83 7,773△900 6,873

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物設備の保守管理・

改修請負工事事業、保険代理店事業、介護付有料老人ホーム事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額△900百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に係

る全社費用△1,007百万円が含まれております。

３．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。　

　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
財務諸表
計上額
（注）３

賃貸事業
不動産
開発
事業

住宅開発
事業

計

売上高         
外部顧客への売上
高

13,5981,9096,68022,1881,49723,685 - 23,685

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

20 134 - 155 739 895 △895 -

計 13,6182,0446,68022,3432,23724,580△895 23,685
セグメント利益 5,867 190 331 6,388 122 6,510△1,0295,481

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物設備の保守管理・

改修請負工事事業、保険代理店事業、介護付有料老人ホーム事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額△1,029百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に

係る全社費用△1,078百万円が含まれております。

３．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 12円62銭 6円76銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（百万円） 1,878 1,349

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,878 1,349

普通株式の期中平均株式数（千株） 148,815 199,591

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 11円15銭 6円13銭

（算定上の基礎）  　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 19,704 20,590

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

該当事項はありません。 該当事項はありません。

　

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

(1)中間配当　

　平成23年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）中間配当による配当金の総額……………………399百万円

　（ロ）１株当たりの金額…………………………………２円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年12月１日

（注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

　

(2)訴訟　

　当社は、株式会社日本エスコンより、東京地方裁判所に売買代金請求訴訟（以下「本訴訟」といいます。）の提起

を受けましたが、その概要は以下のとおりです。

　

　①訴訟を提起した者

　所在地　東京都千代田区内幸町二丁目２番２号

　名　称　株式会社日本エスコン

　代表者　代表取締役　伊藤貴俊

　

　②訴訟の提起があった年月日

　平成22年７月８日

　

　③訴訟の内容及び請求額

　当社は、平成20年５月28日付けで、株式会社日本エスコンとの間で大阪市内に所在する土地建物を目的とした信

託受益権売買契約（以下「本売買契約」といいます。）を締結しておりましたが、同社は、取引実行の最終期限と

定められた平成21年３月末日までに取引前提条件を充足しませんでした。その結果、予定されていた取引は実行

されず、本売買契約は同日をもって当然に終了いたしました。

　これに対し、同社は、当社が不当に取引を実行しなかったものであるとして、主位的には上記土地建物の売買契

約が別途成立していたことを理由として、予備的には本売買契約に基づき、それぞれ上記土地建物の所有権移転

登記並びに引渡又は上記土地建物を目的とする信託受益権を譲り受けるのと引換えに、金28億65百万円及びこれ

に対する平成21年４月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払うよう求めて本訴訟を提起したも

のです。

　

　④会社の意見及び今後の見通し

　当社といたしましては、本訴訟の中で当社の正当性を主張して適切に対応してまいる所存です。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年２月８日

平和不動産株式会社

取締役会　御中

東陽監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 福田　光博　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南泉　充秀　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている平和不動産株式会

社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２３年１０月

１日から平成２３年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２３年４月１日から平成２３年１２月３１

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、平和不動産株式会社及び連結子会社の平成２３年１２月３１日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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